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〇
外
務
省
告
示
第
七
十
八
号

令
和
八
年
二
月
十
二
日
に
キ
ン
シ
ャ
サ
で
、
コ
ン
ゴ
民

主
共
和
国
に
お
け
る
タ
ン
ガ
ニ
ー
カ
州
に
お
け
る
社
会
的

結
束
及
び
治
安
強
化
を
通
じ
た
平
和
構
築
支
援
計
画
の
た

め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
移

住
機
関
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

タ
ン
ガ
ニ
ー
カ
州
に
お
け

る
社
会
的
結
束
及
び
治
安
強
化
を
通
じ
た
平
和
構
築
支

援
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務

の
購
入

２

贈
与
額

十
億
九
千
五
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
九
年
二
月
二
十
八
日

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
六
号

令
和
八
年
二
月
九
日
に
コ
ロ
ー
ル
で
、
パ
ラ
オ
共
和
国

政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換

が
パ
ラ
オ
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
に
係
る
計

画
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
両
政
府
の
関
係
当
局

で
合
意
す
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

三
億
円

３

署
名
者

日
本
側

笠
原
謙
一
在
パ
ラ
オ
大
使

パ
ラ
オ
側

グ
ス
タ
フ
・
ア
イ
タ
ロ
ー
国
務
大
臣

令
和
八
年
三
月
三
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
七
号

令
和
八
年
二
月
六
日
に
ア
デ
ィ
ス
ア
ベ
バ
で
、
エ
チ
オ

ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
に
お
け
る
選
挙
支
援
計
画
の
た
め

の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
連
合

開
発
計
画
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

選
挙
支
援
計
画
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

四
億
七
千
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

柴
田
裕
憲
在
エ
チ
オ
ピ
ア
大

使

国
際
連
合
開
発
計
画
側

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
グ
バ
イ
デ
・

ド
ー
在
エ
チ
オ
ピ
ア
事
務
所

代
表

令
和
八
年
三
月
三
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁渡

良
瀬
川
中
央
土
地
改
良
区
連
合
役
員
の

退
任
及
び
就
任
、
渡
良
瀬
川
中
央
土
地
改

良
区
連
合
の
定
款
変
更
の
認
可
、
建
設
業

の
営
業
の
停
止
命
令
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
パ
ラ
オ
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
パ
ラ
オ
共
和
国
政
府

と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
外
務
七
六
）

〇
エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
に
お
け
る

選
挙
支
援
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
国
際
連
合
開
発
計
画
と
の

間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件（
同
七
七
）

〇
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
タ
ン
ガ

ニ
ー
カ
州
に
お
け
る
社
会
的
結
束
及
び
治

安
強
化
を
通
じ
た
平
和
構
築
支
援
計
画
の

た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国

際
移
住
機
関
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関

す
る
件
（
同
七
八
）

〇
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府

と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
七
九
）

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
農
林
水
産
二
六
七
〜
二
七
七
）

〇
特
別
母
樹
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

（
同
二
七
八
）

〇
登
録
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
機

関
の
登
録
の
件

（
国
土
交
通
三
三
三
、
三
三
四
）

〇
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
型
式
承

認
を
し
た
件
（
同
三
三
五
）

〇
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
使
用
を
許
さ
れ
る
施

設
及
び
区
域
に
つ
い
て
、
追
加
提
供
が
決

定
さ
れ
た
件
（
防
衛
五
八
）

〇
土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件
（
関
東
地
方
整
備
局
五
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件
（
同
五
五
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
一
一
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

労

働

船
員
の
特
定
最
低
賃
金
の
改
正
に
係
る
地
方

交
通
審
議
会
の
意
見
に
関
す
る
公
示

（
中
部
運
輸
局
最
低
賃
金
公
示
一
）

除
籍
が
滅
失
し
た
件（
法
務
省
告
示
配
三
三
）

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
証
を
し

た
件
（
同
三
四
）


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４

署
名
者

日

本

側

小
川
秀
俊
在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

大
使

国
際
移
住
機
関
側

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
シ
ン
プ
ソ
ン

在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
事
務
所
代

表

令
和
八
年
三
月
三
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

〇
外
務
省
告
示
第
七
十
九
号

令
和
八
年
二
月
六
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
（
イ
ン
ド
）で
、

ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要

の
書
簡
の
交
換
が
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ

た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
に
係
る
計

画
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
両
政
府
の
関
係
当
局

で
合
意
す
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

二
億
八
千
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
十
年
二
月
二
十
八
日

４

署
名
者

日

本

側

小
野
啓
一
在
ブ
ー
タ
ン
大
使
（
イ
ン
ド

に
て
兼
轄
）

ブ
ー
タ
ン
側

タ
シ
・
ペ
ル
ド
ン
駐
日
ブ
ー
タ
ン
臨
時

代
理
大
使
（
イ
ン
ド
に
て
兼
轄
）

令
和
八
年
三
月
三
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
佐

市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の

伐
採
を
禁
止
す
る
。

佐

市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。佐

市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

３

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

４

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

５

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
佐

市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
上
伊
那
郡
辰
野
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）、
辰
野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。辰

野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
辰
野
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
上
高
井
郡
高
山
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。高

山
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
高
山
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

滋
賀
県
長
浜
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
滋
賀
県
庁
及
び
長
浜
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
歌
山
県
田
辺
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
和
歌
山
県
庁
及
び
田
辺
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
歌
山
県
海
草
郡
紀
美
野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
和
歌
山
県
庁
及
び
紀
美
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）





令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
歌
山
県
海
草
郡
紀
美
野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
和
歌
山
県
庁
及
び
紀
美
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

福
島
県
い
わ
き
市
小
川
町
上
平
字
光
平
七
六
の
三
、

小
川
町
柴
原
字
粟
畠
一
一
八
か
ら
一
二
一
ま
で
、
一
四

二
の
二
か
ら
一
四
二
の
五
ま
で
、
一
四
二
の
七
か
ら
一

四
二
の
二
〇
ま
で
、小
川
町
上
小
川
字
根
本
五
八
の
九
、

五
八
の
七
七
、
五
八
の
七
八
、
五
八
の
八
二
、
五
八
の

八
三
、
五
八
の
一
〇
一
か
ら
五
八
の
一
〇
四
ま
で
、
五

八
の
三
五
八
か
ら
五
八
の
三
七
〇
ま
で
、
字
高
崎
一
五

一
の
一
一
、
一
五
一
の
三
〇
六
、
一
五
一
の
五
九
〇
か

ら
一
五
一
の
六
二
五
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福

島
県
庁
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

福
島
県
本
宮
市
白
岩
字
塩
ノ
崎
三
、
八
八
二
の
七
、

八
八
二
の
一
〇
か
ら
八
八
二
の
一
二
ま
で
、
八
八
二
の

一
四
か
ら
八
八
二
の
二
一
ま
で
、
八
八
二
の
二
九
、
一

〇
七
七
か
ら
一
〇
九
一
ま
で
、
一
〇
九
二
の
一
か
ら
一

〇
九
二
の
四
ま
で
、
一
〇
九
三
か
ら
一
一
〇
三
ま
で
、

字
田
中
一
の
一
、
三
一
七
の
一
、
三
一
七
の
九
、
三
一

九
、
三
二
一
、
字
大
岩
入
一
一
八
の
二
、
一
四
六
の
一

四
か
ら
一
四
六
の
一
六
ま
で
、
一
四
六
の
二
七
、
一
四

六
の
三
〇
、
一
五
三
の
二
、
一
五
三
の
一
二
、
一
五
四

の
三
、
一
五
四
の
四
、
一
五
四
の
七
、一
五
四
の
三
三
、

一
七
五
、
一
八
二
、
一
九
一
、字
竹
ノ
作
三
七
三
の
二
、

三
七
五
の
二
、
三
九
三
、
三
九
五
の
二
、四
一
四
の
一
、

四
一
四
の
三
、
四
一
四
の
四
、
四
六
一
の
二
、
四
九
〇

の
一
〇
、
四
九
〇
の
一
一
、
四
九
〇
の
一
六
、
四
九
〇

の
四
二
、
五
〇
四
か
ら
五
一
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福

島
県
庁
及
び
本
宮
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

福
島
県
南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
豊
成
字
高
畑
四

二
七
五
か
ら
四
二
七
七
ま
で
、
四
二
七
八
の
一
、
四

二
七
八
の
二
、
四
二
七
九
か
ら
四
二
八
九
ま
で
、
四

二
九
二
、
四
二
九
三
、
四
二
九
四
の
一
、
四
二
九
四

の
二
、
字
奥
田
四
七
二
七
の
一
、
字
牧
ノ
上
六
七
四

七
、
字
太
平
六
七
四
八
、字
外
高
畑
六
七
四
九
の
一
、

六
七
四
九
の
二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

福
島
県
南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
弥
五
島
字
和
田

居
村
四
四
三
の
一
、
四
四
四
か
ら
四
四
九
ま
で
、
四

五
〇
の
一
、
四
五
〇
の
二
、
四
五
一
の
一
、
四
五
一

の
二
、
四
五
二
、
四
五
三
、
四
五
五
か
ら
四
五
七
ま

で
、
四
五
九
、
四
六
〇
、四
六
二
か
ら
四
六
五
ま
で
、

字
小
桑
窪
五
六
六
八
か
ら
五
六
八
七
ま
で
、
字
上
ノ

山
四
九
七
七
、
四
九
七
八
の
二
、
四
九
七
八
の
三
、

四
九
七
八
の
五
か
ら
四
九
七
八
の
九
ま
で
、
四
九
七

八
の
イ
、
四
九
七
八
の
ニ
、
四
九
七
九
か
ら
四
九
八

七
ま
で
、
五
六
〇
五
か
ら
五
六
一
九
ま
で
、
五
六
二

〇
の
二
、
五
六
二
〇
の
イ
、
五
六
二
一
か
ら
五
六
二

七
ま
で
、
五
六
二
九
、
大
字
小
沼
崎
字
三
沢
山
乙
一

六
五
三
の
三
・
乙
一
六
五
五
の
二
・
乙
一
六
五
六
の

三
・
乙
一
六
五
八
の
三
・
乙
一
六
五
八
の
四
・
乙
一

六
五
九
の
三
・
乙
一
六
六
〇
の
三
・
乙
一
六
六
〇
の

四
・
乙
一
六
七
五
の
二
か
ら
乙
一
六
七
五
の
四
ま
で

（
以
上
十
一
筆
国
有
林
）、
乙
一
六
五
三
の
一
、
乙

一
六
五
四
の
イ
、
乙
一
六
五
五
の
一
、
乙
一
六
五
六

の
一
、
乙
一
六
五
六
の
二
、
乙
一
六
五
七
、
乙
一
六

五
八
の
一
、
乙
一
六
五
八
の
二
、乙
一
六
五
九
の
一
、

乙
一
六
五
九
の
二
、
乙
一
六
六
〇
の
一
、
乙
一
六
六

〇
の
二
、
乙
一
六
六
一
か
ら
乙
一
六
六
六
ま
で
、
乙

一
六
六
七
の
一
か
ら
乙
一
六
六
七
の
六
ま
で
、
乙
一

六
六
七
の
ロ
、
乙
一
六
六
七
の
ハ
、
乙
一
六
六
八
か

ら
乙
一
六
七
四
ま
で
、
乙
一
六
七
五
の
一
、
乙
一
六

七
五
の
五
か
ら
乙
一
六
七
五
の
一
一
ま
で
、
乙
一
六

七
六
か
ら
乙
一
六
八
三
ま
で
、
乙
一
六
八
四
の
一
、

乙
一
六
八
四
の
二
、
乙
一
六
八
四
の
ロ
、
乙
一
六
八

五
か
ら
乙
一
六
九
四
ま
で
、
乙
一
六
九
五
の
一
か
ら

乙
一
六
九
五
の
四
ま
で
、
乙
一
六
九
六
か
ら
乙
一
六

九
八
ま
で
、
乙
一
六
九
九
の
一
、
字
松
沢
山
乙
一
五

九
二
、
大
字
大
内
字
六
石
山
一
四
四
九
の
一
五
、
大

字
高
陦
字
石
切
沢
山
乙
一
三
七
三
の
一
、
乙
一
三
七

四
の
一
、
乙
一
三
七
六
、
乙
一
三
七
七
、
乙
一
三
八

七
か
ら
乙
一
三
九
一
ま
で
、
字
梅
ノ
木
沢
山
乙
一
三

七
〇
か
ら
乙
一
三
七
二
ま
で
、
字
峠
甲
二
一
五
六
、

甲
二
一
五
七
、
甲
二
一
五
九
、
甲
二
一
六
〇
、
甲
二

一
六
三
か
ら
甲
二
一
六
六
ま
で
、甲
二
一
六
七
の
一
、

甲
二
一
六
七
の
二
、
甲
二
一
六
八
か
ら
甲
二
一
七
一

ま
で
、
甲
二
一
七
三
か
ら
甲
二
一
七
七
ま
で
、
甲
二

八
〇
六
、
甲
二
八
〇
八
、字
薄
窪
甲
二
三
一
〇
の
一
、

甲
二
三
一
一
、
甲
二
三
一
四
、
甲
二
三
一
五
、
甲
二

三
一
七
、
甲
二
三
一
八
、
字
川
向
甲
二
三
一
九
か
ら

甲
二
三
二
一
ま
で
、
甲
二
三
二
〇
の
二
、
甲
二
八
一

六
、
甲
二
八
二
四
の
一
、
字
後
山
甲
一
〇
二
〇
、
甲

一
〇
二
二
、
甲
一
〇
二
三
、
甲
一
〇
二
八
か
ら
甲
一

〇
四
六
ま
で
、
甲
一
〇
四
七
の
二
、
甲
一
〇
四
八
か

ら
甲
一
〇
五
三
ま
で
、
甲
一
〇
五
七
か
ら
甲
一
〇
六

〇
ま
で
、
甲
一
〇
七
〇
の
一
、
甲
一
〇
七
〇
の
四
か

ら
甲
一
〇
七
〇
の
七
ま
で
、
甲
一
〇
七
〇
の
一
六
、

甲
一
〇
七
〇
の
一
七
、
甲
二
七
四
八
か
ら
甲
二
七
五

〇
ま
で
、
甲
二
七
五
二
か
ら
甲
二
七
六
七
ま
で
、
甲

二
七
六
八
の
一
、
甲
二
七
六
八
の
五
か
ら
甲
二
七
六

八
の
八
ま
で
、
甲
二
七
六
八
の
一
〇
、
大
字
新
開
字

口
沢
乙
二
〇
七
、
乙
二
〇
九
の
二
、
乙
二
一
〇
の
一

か
ら
乙
二
一
〇
の
四
ま
で
、
乙
二
一
九
、乙
二
二
〇
、

乙
二
二
一
の
一
、
乙
二
二
一
の
二
、乙
二
二
二
の
一
、

乙
二
二
二
の
二
、
乙
二
二
三
、
乙
二
二
四
、
乙
二
二

五
の
一
か
ら
乙
二
二
五
の
三
ま
で
、
乙
二
二
六
か
ら

乙
二
三
〇
ま
で
、
乙
二
三
一
の
一
か
ら
乙
二
三
一
の

四
ま
で
、
乙
二
三
四
の
一
か
ら
乙
二
三
四
の
一
二
ま

で
、
大
字
栄
富
字
上
ノ
山
丁
九
三
七
の
一
、
丁
九
三

九
か
ら
丁
九
四
一
ま
で
、
丁
九
五
五
の
一
、
丁
九
五

六
か
ら
丁
九
五
八
ま
で
、
字
新
天
丁
八
七
の
一
、
丁

八
八
か
ら
丁
九
〇
ま
で
、
丁
九
一
の
一
か
ら
丁
九
一

の
三
ま
で
、
丁
九
二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

字
三
沢
山
乙
一
六
七
五
の
一
・
乙
一
六
九
五

の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）、
乙
一
六
六
三
か
ら
乙
一
六
六
六

ま
で
、
乙
一
六
六
七
の
一
か
ら
乙
一
六
六
七
の

六
ま
で
、
乙
一
六
六
七
の
ロ
、
乙
一
六
六
七
の

ハ
、
乙
一
六
六
八
か
ら
乙
一
六
七
四
ま
で
、
乙

一
六
七
六
か
ら
乙
一
六
八
三
ま
で
、
乙
一
六
八

四
の
一
、
乙
一
六
八
四
の
二
、
乙
一
六
八
四
の

ロ
、
乙
一
六
八
五
か
ら
乙
一
六
九
四
ま
で
、
字


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六
石
山
一
四
四
九
の
一
五
、
字
石
切
沢
山
乙
一

三
七
六
、
乙
一
三
九
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）、
字
峠
甲
二
一
六
七
の
一
・
甲
二
一

六
八
・
甲
二
一
六
九
・
甲
二
一
七
一
・
甲
二
一

七
四
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）、
甲
二
一
七
〇
、
字
薄
窪
甲
二
三

一
五
・
甲
二
三
一
七
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
甲
二
三
一
八
、

字
梅
ノ
木
沢
山
乙
一
三
七
〇
・
字
口
沢
乙
二
三

四
の
一
・
字
川
向
甲
二
三
一
九
・
甲
二
三
二

一
・
甲
二
八
二
四
の
一
・
字
上
ノ
山
丁
九
三
七

の
一
・
丁
九
三
九
・
丁
九
五
六
・
丁
九
五
八
・

字
新
天
丁
八
七
の
一
・
丁
九
一
の
三
（
以
上
十

一
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

福
島
県
南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
豊
成
字
湯
ノ
口

六
五
〇
四
、
六
五
〇
五
、
六
五
一
九
か
ら
六
五
二
一

ま
で
、
字
頓
平
五
七
八
七
の
一
、
五
七
九
〇

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊

の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
庁
及
び
下
郷
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
上
竹
田
七
三
字
榿
木
谷
五
か

ら
九
ま
で
、
一
一
、
一
二
の
一
、
一
二
乙
、一
三
の
一
、

一
三
の
二
、
一
四
の
一
か
ら
一
四
の
五
ま
で
、
一
四
の

一
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福

井
県
庁
及
び
坂
井
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
八
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
特
別
母
樹
林
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

指
定
番
号

指
定
年

月
日

指
定
採
取
源

の
種
別

樹
種

所
在
場
所

解
除
本
数

解
除
面
積

解
除
の
理
由

所
有
者
等
の

氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

特
四
五

九

昭
和
四

十
六
年

三
月
三

十
日

特
別
母
樹
林

か
ら
ま
つ

長
野
県
南
佐

久
郡
川
上
村

大
字
秋
山
字

西
毛
木
場
五

一
の
二

三
六
八
本

一
四
・
〇

六
ヘ
ク

タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

長
野
県
南
佐

久
郡
川
上
村

大
字
梓
山
一

五
六

秋
山

梓
山
両
区
代

表

鷹
野
幸

喜

特
四
五

四
八

昭
和
四

十
六
年

三
月
三

十
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

和
歌
山
県
伊

都
郡
高
野
町

大
字
高
野
山

五
四
八
の

一
、
五
四
八

の
二
、
五
五

三
の
一
、
五

五
三
の
二

七
〇
八
本

五
・
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

和
歌
山
県
伊

都
郡
高
野
町

大
字
高
野
山

一
三
二
番
地

宗
教
法
人

金
剛
峯
寺

特
四
五

五
〇

昭
和
四

十
六
年

三
月
三

十
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

徳
島
県
那
賀

郡
那
賀
町
木

頭
折
宇
字
池

野
河
山
四
の

一

一
九
一
本

九
・
八
〇

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

東
京
都
港
区

東
新
橋
一

一
〇

一

四
二
〇
二

和
田
友
良

特
四
五

五
一

昭
和
四

十
六
年

三
月
三

十
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

徳
島
県
海
部

郡
海
陽
町
平

井
字
川
又
一

八
六

三
二
四
本

九
・
六
〇

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

東
京
都
千
代

田
区
丸
の
内

二
丁
目
七
番

二
号

株
式

会
社
Ｓ
Ｏ
Ｌ

Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ

フ
ォ
レ
ス
ト

特
四
六

四

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
男
鹿

市
北
浦
真
山

字
水
喰
沢
一

六
〇

七
八
三
本

五
・
〇
八

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

秋
田
県
男
鹿

市
北
浦
真
山

字
水
喰
沢
九

七

宗
教
法

人

真
山
神

社

特
四
六

一
一

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

富
山
県
富
山

市
小
原
字
中

の
瀬
割
一
の

一
〜
一
の

六
、
二
の

一
〜
二
の

六
、
三
の

一
〜
三
の
九

七
〇
九
本

八
・
三
六

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

富
山
県
富
山

市
本
郷
町

二

一
三

北
野
勤

特
四
六

一
四

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

京
都
府
綾
部

市
故
屋
岡
町

字
大
内
五
、

六

一
八
七
本

一
九
・
二

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

大
阪
府
大
阪

市
中
央
区
本

町
二
丁
目
一

番
六
号

堺

筋
本
町
セ
ン

タ
ー
ビ
ル
八

階

中
江
産

業
株
式
会
社

特
四
六

一
五

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

兵
庫
県
佐
用

郡
佐
用
町
船

越
八
七
七
、

八
七
七
の

七
、
八
七
七

の
一
五

一
七
本

三
・
五
ヘ

ク
タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

兵
庫
県
佐
用

郡
佐
用
町
船

越
八
七
七

瑠
璃
寺

特
四
六

一
八

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

兵
庫
県
養
父

市
八
鹿
町
石

原
字
妙
見
一

七
五
五
の
六

五
八
本

三
・
七
ヘ

ク
タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

兵
庫
県
養
父

市
八
鹿
町
石

原
一
七
五

五

六

名

草
神
社





登
録
年
月
日

名
称

住
所

種
類

令
和
八
年
二
月
十
二
日

有
限
会
社
伊
万
里
自
動
車

教
習
所

佐
賀
県
伊
万
里
市
立
花
町

九
三
九
番
地
二

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
講
習

令和年月日 火曜日 第号官 報
特
四
六

一
九

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

兵
庫
県
養
父

市
八
鹿
町
石

原
字
妙
見
一

七
五
五
の
一

二
一
本

一
三
・
七

一
ヘ
ク

タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

兵
庫
県
養
父

市
八
鹿
町
石

原
四
五
〇
番

地

日
光
院

特
四
六

二
〇

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

兵
庫
県
養
父

市
鵜
縄
字
妙

田
六
四
の
一

五

六
五
本

一
・
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

兵
庫
県
養
父

市
安
井
五
九

五

一

安

井
区
長

栃

本
栄
一

特
四
六

二
一

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

兵
庫
県
美
方

郡
香
美
町
小

代
区
秋
岡
字

宮
山
一
一
七

一
の
一

八
本

〇
・
〇
九

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

兵
庫
県
美
方

郡
香
美
町
小

代
区
秋
岡
九

九
五

小
代

神
社

特
四
六

二
三

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

島
根
県
益
田

市
匹
見
町
紙

祖
ロ
五
四
一

五
一
六
六

本

三
一
・
六

三
ヘ
ク

タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

大
阪
府
大
阪

市
西
区
南
堀

江
三
丁
目
一

〇

六

清

水
産
業
株
式

会
社

特
四
六

二
五

一

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

岡
山
県
真
庭

郡
新
庄
村
字

田
浪
三
二
九

四
の
一

二
三
五
本

三
・
一
一

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

岐
阜
県
岐
阜

市
長
住
町
五

丁
目
八
番
地

國
六
株
式

会
社

特
四
六

二
七

昭
和
四

十
七
年

三
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

広
島
県
廿
日

市
市
吉
和
字

吉
和
西
一
五

八
三
の
四

二
九
一
六

本

一
〇
・
〇

二
ヘ
ク

タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

広
島
県
呉
市

広
多
賀
谷
三

丁
目
一
番
一

号

中
国
木

材
株
式
会
社

特
四
七

一

昭
和
四

十
七
年

五
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
横
手

市
大
沢
字
上

庭
当
田
一
二

二

三
一
本

一
・
三
七

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

秋
田
県
横
手

市
大
沢
字
上

庭
当
田
三
七

旭
岡
山
神

社

特
四
七

三

昭
和
四

十
七
年

五
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
湯
沢

市
相
川
字

岸
ヶ
沢
二

一
一
二
本

一
・
二
四

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

秋
田
県
湯
沢

市
田
町
二
丁

目
四

八

京
野
秀
夫

特
四
七

四

昭
和
四

十
七
年

五
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
湯
沢

市
高
松
字
沖

の
沢
山
二

一
二
〇
本

一
・
九
五

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

秋
田
県
湯
沢

市
高
松
字
沼

の
沢
一
二
五

遠
田
武

特
四
七

五

昭
和
四

十
七
年

五
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
由
利

本
荘
市
中
田

代
字
小
又
下

川
原
五
〇
、

五
一

一
六
四
本

二
・
三
六

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

東
京
都
江
東

区
豊
洲
六

二

三
一

一
七
一
〇

伊
藤
直
貴

特
四
七

六

昭
和
四

十
七
年

五
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
仙
北

市
田
沢
湖
刺

巻
字
明
戸
九

二

一
六
八
本

〇
・
五
三

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

秋
田
県
仙
北

市
田
沢
湖
刺

巻
字
明
戸
八

四

佐
藤
善

祐

特
四
七

八

昭
和
四

十
七
年

五
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
湯
沢

市
秋
の
宮
字

大
桑
沢
六
一

の
三

七
五
本

〇
・
七
三

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

秋
田
県
湯
沢

市
大
町
一
丁

目
二

二
六

鈴
木
又
五

郎

特
四
七

九

昭
和
四

十
七
年

五
月
二

十
九
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

秋
田
県
雄
勝

郡
東
成
瀬
村

椿
川
字
逆
川

中
森
五
の
二

一
三
六
本

一
・
五
八

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

秋
田
県
秋
田

市
楢
山
南
新

町
下
丁
三

二

二

石

田
隆
一

特
四
八

一
二

昭
和
四

十
八
年

四
月
二

十
七
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

福
井
県
三
方

郡
美
浜
町
新

庄
二
八
三
字

奥
能
登
又
一

三
六
〇
本

七
・
八
ヘ

ク
タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

福
井
県
三
方

郡
美
浜
町
新

庄
六
五

六

二

新
庄
区

代
表

森

本
伸
彦

特
四
八

二
一

昭
和
四

十
八
年

四
月
二

十
七
日

特
別
母
樹
林

あ
か
ま
つ

鳥
取
県
西
伯

郡
大
山
町
赤

松
字
黒
山
二

三
三
三
、
字

菖
蒲
谷
二
二

二
一

五
一
一
本

三
・
二
二

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

鳥
取
県
西
伯

郡
大
山
町
赤

松
二
二
七
七

清
水
泰

特
四
八

二
三

昭
和
四

十
八
年

四
月
二

十
七
日

特
別
母
樹
林

く
ろ
ま
つ

島
根
県
隠
岐

郡
隠
岐
の
島

町
布
施
一
一

一
〇

三
本

〇
・
七
ヘ

ク
タ
ー
ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

島
根
県
隠
岐

郡
隠
岐
の
島

町
布
施
一
一

一
〇

春
日

神
社

特
四
八

二
五

昭
和
四

十
八
年

四
月
二

十
七
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

広
島
県
廿
日

市
市
吉
和
字

吉
和
西
一
五

八
三
の
四

一
〇
二
七

本

四
・
四
八

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

広
島
県
呉
市

広
多
賀
谷
三

丁
目
一
番
一

号

中
国
木

材
株
式
会
社

特
四
八

二
六

昭
和
四

十
八
年

四
月
二

十
七
日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

広
島
県
廿
日

市
市
吉
和
字

吉
和
西
一
五

八
三
の
八
、

九

一
四
六
二

本

四
・
五
九

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

広
島
県
廿
日

市
市
阿
品
四

丁
目
一
八

六

中
本
雅

生

特
四
八

三
七

昭
和
四

十
八
年

五
月
十

日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

石
川
県
小
松

市
日
用
町
タ

キ
ウ
チ
山
三

の
一
の
三
、

三
の
四
、
小

豆
畠
一
の
一

一
三
三
本

〇
・
二
八

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

石
川
県
小
松

市
日
用
町
寅

一
〇

山
口

ハ
ナ
子

特
四
八

三
八

昭
和
四

十
八
年

五
月
十

日

特
別
母
樹
林

す
ぎ

石
川
県
白
山

市
白
峰
二
七

号
五
二
甲
一

の
一

二
八
本

〇
・
〇
六

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

石
川
県
金
沢

市
長
坂
三
丁

目
五

一
四

山
岸
大
樹

郎

特
四
八

三
九

昭
和
四

十
八
年

五
月
十

日

特
別
母
樹
林

賛
成

す
ぎ

石
川
県
白
山

市
桑
島
二
号

二
四
の
一

七
二
本

〇
・
三
七

ヘ
ク
タ
ー

ル

指
定
理
由
が

消
滅
し
た
た

め

石
川
県
白
山

市
白
峰
ニ
一

六
四
番
一
地

株
式
会
社

タ
ナ
オ
ッ
ク

ス
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
三
十
三
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
貨
物
軽
自
動
車
安
全

管
理
者
講
習
を
行
う
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之





登 録 年 月 日 名 称 住 所 種 類

令 和 八 年 二 月 十 二 日 株 式 会 社 ア ジ マ 自 動 車

学 校

長 野 県 下 伊 那 郡 喬 木 村

一 三 五 三 番 地

貨 物 軽 自 動 車 安 全 管 理

者 講 習

陸 上 施 設

◎ 追 加 提 供

施 設 番 号 施 設 名 所 在 地 名 所 有 関 係 摘 要

二 〇 七 三 松 島 飛 行 場 東 松 島 市 国 有 土 地 ： 約 四 、 六 〇 〇 平 方 メ ー ト ル

保 管 施 設 設 置 用 地 と し て 追 加 提 供 す

る 。
使 用 期 間 ： 令 和 八 年 三 月 一 日 か ら 同

年 十 一 月 三 十 日 ま で の 間

航 空 自 衛 隊 松 島 基 地 の 施 設 の 一 部

を 、 地 位 協 定 第 二 条 第 四 項 ⒝ の 適 用

あ る 施 設 及 び 区 域 と し て 提 供 す る 。

提 供 期 間 中 は 、 地 位 協 定 の 関 連 あ る

条 項 が 適 用 さ れ る 。

令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

第４ 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
１ 法第20条第１号の要件への適合性
申請に係る事業は、群馬県吾妻郡東吾妻町
大字箱島字宮貝戸地内の箱島インターチェン
ジから同町大字川戸字神園地内の川戸・原町
インターチェンジまでの延長978㎞の区間
（以下「本件区間」という。）を全体計画区間
とする「一般国道353号改築工事及び一般国
道145号改築工事（上信自動車道・吾妻東バ
イパス）並びにこれらに伴う町道付替工事」
（以下「本件事業」という。）のうち、上記の
起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道353号改築工事
及び一般国道145号改築工事（上信自動車道・
吾妻東バイパス）」（以下「本体事業」という。）
は、道路法（昭和27年法律第180号）第３条
第２号に掲げる一般国道に関する事業であ
り、また、本体事業の施行により遮断される
町道の従来の機能を維持するための付替工事
（以下「関連事業」という。）は、同条第４号
に掲げる市町村道に関する事業であり、いず
れも法第３条第１号に掲げる道路法による道
路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第１号
の要件を充足すると判断される。
２ 法第20条第２号の要件への適合性
起業者である群馬県は、既に本件事業を開
始していること、一般国道の改築は、道路法
第12条の規定により国土交通大臣が行うもの
とされているが、一般国道353号及び一般国
道145号はともに道路法第74条の規定による
認可を受けていること、また、関連事業の施
行に際し必要な町道管理者の同意を得ている
ことなどから、本件事業を遂行する充分な意
思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第２号
の要件を充足すると判断される。

しかしながら、本件区間に対応する当該
路線（以下「現道」という。）は、地域内交
通と通過交通が輻輳していることから、一
部区間において交通混雑や交通事故が発生
している。
令和３年度全国道路・街路交通情勢調査
によると、本路線と並行する主要地方道渋
川東吾妻線の自動車交通量は、東吾妻町岩
井1017地内で12548台／日であり、混雑度
は131となっている。
さらに、本件区間に対応する現道は、道
路構造令（昭和45年政令第320号）に規定
する車線幅員、最小曲線半径を満たさない
区間が複数存在しているほか、自然災害の
発生時には通行止めが行われるなど、主要
幹線道路としての機能を十分に発揮できて
いない状況にある。

３ 法第20条第３号の要件への適合性
 得られる公共の利益

一般国道353号は、群馬県桐生市を起点
とし、同県吾妻郡中之条町を経由し、新潟
県柏崎市に至る延長1822㎞の路線である。
一方、一般国道145号は、群馬県吾妻郡長
野原町を起点とし、同県同郡中之条町を経
由して同県沼田市に至る延長514㎞の路線
である。

両路線は、中之条町、長野原町、嬬恋村、
草津町、高山村及び東吾妻町の６町村で構
成される吾妻地域と、群馬県渋川市及び桐
生市を、また、群馬県沼田市を結ぶ地域社
会を支える重要な主要幹線道路であるとと
もに、一般国道17号や一般国道120号と相
互に連絡することで、関越自動車道や上信
越自動車道へのアクセス路線でもあり、日
本有数の生産量である吾妻地域のキャベツ
等の物流、草津温泉等の温泉地及びスキー
場等へのアクセスなど、広く利用されてい
る路線である。

本件事業の完成により、供用予定である
上信自動車道の他の区間と併せ、既に供用
済みである上信自動車道箱島インターチェ
ンジと群馬県吾妻郡東吾妻町大字厚田字中
村地内の厚田インターチェンジと連絡する
ことで、群馬県内西方向の交通を担う広域
的な道路ネットワークが形成され、物流の
効率化等に寄与するとともに、本件区間に
線形等の良好な道路が新たに整備され、自
然災害の発生時などにおける現道の機能を
補完・代替することから、交通混雑の緩和
が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交
通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 三 十 四 号

貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 （ 平 成 元 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 第 五 十 八 条 の 二 の 規 定 に よ り 貨 物 軽 自 動 車 安 全

管 理 者 講 習 を 行 う 者 を 登 録 し た の で 、 同 法 第 五 十 八 条 の 十 五 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 示 す る 。

令 和 八 年 三 月 三 日 国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 三 十 五 号

船 舶 安 全 法 （ 昭 和 八 年 法 律 第 十 一 号 ） 第 六 条 ノ 五 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 八 年 二 月 十 三 日 付 け

を も っ て 次 の よ う に 型 式 承 認 し た の で 、 船 舶 等 型 式 承 認 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 運 輸 省 令 第 五 十 号 ） 第 十

二 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 八 年 三 月 三 日 国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

型式承認
番号 物件の名称 物件の型式 製造者の名称 製 造 者 の 住 所

第Ｆ826号 表面仕上材（表
面床張り材）

ハイテックスＥＦ
ソフトⅢ

株式会社神戸タフ
興産

兵庫県神戸市西区白水三丁
目１番20号

〇 防 衛 省 告 示 第 五 十 八 号

日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第 六 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日

本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 第 二 条 の 規 定 に よ り ア メ リ カ 合 衆 国 が 使 用 を 許 さ れ る 施

設 及 び 区 域 に つ い て 、 追 加 提 供 が 令 和 八 年 二 月 二 十 七 日 次 の と お り 決 定 さ れ た 。

令 和 八 年 三 月 三 日 防 衛 大 臣 小 泉 進 次 郎

〇 関 東 地 方 整 備 局 告 示 第 五 十 四 号

土 地 収 用 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 条 の 規 定 に 基 づ き 事 業

の 認 定 を し た の で 、 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に

基 づ き 次 の と お り 告 示 す る 。

令 和 八 年 三 月 三 日
関 東 地 方 整 備 局 長 橋 本 雅 道

第１ 起業者の名称 群馬県
第２ 事業の種類 一般国道353号改築工事及び
一般国道145号改築工事（上信自動車道・吾
妻東バイパス）並びにこれらに伴う町道付替
工事

第３ 起業地
１ 収用の部分 群馬県吾妻郡東吾妻町大字奥
田字宮裏及び字道上、大字新巻字柳沢及び字
宮腰、大字小泉字前山、字原貝戸、字中沢、
字堀ノ内、字山根及び字池ノ沢、大字植栗字
中畝、字沢ノ上、字山根及び字鹿島峰、大字
岩井字寺沢窪、字寺沢及び字山根、大字川戸
字園辺、字神林及び字七沢、大字金井字水頭
山及び字水頭地内
２ 使用の部分 なし
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 失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響につ
いては、本件事業は環境影響評価法（平成
９年法律第81号）等に基づく環境影響評価
の実施対象外の事業であるが、起業者が令
和５年から７年に、同法等に準じて任意で
自動車の走行に係る大気質、騒音等につい
て環境影響調査を実施しており、その結果
によると、大気、振動及び低周波音につい
ては、環境基準等を満足するとされており、
騒音については環境基準等を超える値が見
られるものの、排水性舗装を行うことで環
境基準等を満足するとされていることか
ら、起業者は本件事業の施行に当たり当該
措置を講ずることとしている。
このほか、起業者は本件事業の施工にあ
たり、大気質、騒音、振動及び水質に配慮
して施工することとしている。
同調査によると、本件事業の施工区域内
及びその周辺の土地において、動物につい
ては、文化財保護法（昭和25年法律第214
号）に定める特別天然記念物のカモシカ、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律（平成４年法律第75号）にお
ける国内希少野生動植物種であるクマタ
カ、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類と
して掲載されているハヤブサ、サンショウ
クイ、準絶滅危惧として掲載されているト
ウキョウダルマガエル、コオイムシ、クロ
ゲンゴロウ、ヤマメ、カジカ等その他これ
らの分類に該当しない学術上又は希少性等
の観点から重要な種（以下単に「重要な種」
という。）が、植物については、環境省レッ
ドリストに準絶滅危惧として掲載されてい
るイトモ、ナガミノツルキケマン、エビネ、
ツメレンゲ、トキホコリ、サクラソウ等そ
の他これらの分類に該当しない重要な種が
確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響
の程度は、周辺に同様の生息及び生育環境
が広く残されることなどから影響は小さ
い、又は保全措置の実施により影響が回避
若しくは低減されると予測されている。
主な保全措置として、エビネ及びサクラ
ソウは、学識経験者の指導助言を受けなが
ら最適な移植先を選定のうえ移植すること

とし、トウキョウダルマガエルについては、
側溝に落下した場合でも脱出できるよう、
側溝側面へのネット等の設置を行うなどの
環境保全措置を起業者は実施することとし
ている。
なお、起業者は工事の実施に際して濁水
対策を講じるとともに、改変箇所及びその
周辺において重要な種の生息・生育が確認
された場合には、専門家の助言を踏まえ、
必要な追加保全措置を適切に実施すること
としている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が13
箇所存在するが、そのうち10箇所について
は既に記録保存を含む適切な措置が講じら
れている。起業者は、今後、残る３箇所に
ついても群馬県教育委員会と協議の上、発
掘調査を行い、記録保存を含む適切な措置
を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
 事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第３種第
２級の規格に基づく２車線の道路を現道の
バイパスとして建設する事業であり、本件
事業の事業計画は、道路構造令等に定める
規格に適合していると認められる。
本件事業の施行方法については、まずイ
ンターチェンジの位置を地域の幹線道路網
と一体となった効率的なネットワークを形
成する観点から、関連するアクセス道路の
規格、地域住民の利用の便宜等を総合的に
勘案し設定している。
次に、本件区間におけるルートについて
は、一部区間（群馬県吾妻郡東吾妻町大字
植栗字鹿島峰地内の植栗・中之条インター
チェンジから川戸・原町インターチェン
ジ）は、平成30年８月17日付け群馬県告示
第234号で変更決定された都市計画と基本
的内容について整合しているものであり、
植栗・中之条インターチェンジから既に供
用を開始している箱島インターチェンジ間
について、３案による検討が行われている。
ルートの決定にあたっては、社会的影響、
施工性、走行性及び経済性の諸条件に基づ

き、総合的に検討した結果、支障物件が最
も少なく、施工性や経済性において優位で
ある申請案が最も合理的な案と認められ
る。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。したがって、本
件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄
与するものと認められるため、法第20条第３
号の要件を充足すると判断される。
４ 法第20条第４号の要件への適合性
 事業を早期に施行する必要性
３で述べたように、本路線に並行する
道路は交通混雑が発生しているほか、現道
は自然災害による通行止めが行われてお
り、本件事業により現道等の機能を補完・
代替し、安全かつ円滑な自動車交通の確保
を図る必要があることから、本件事業を早
期に施行する必要があると認められる。ま
た、東吾妻町を含む３市４町２村で構成さ

〇 関 東 地 方 整 備 局 告 示 第 五 十 五 号

次 の よ う に 道 路 の 供 用 を 開 始 す る の で 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 八 条 第 二 項 の

規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 三 月 三 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 八 年 三 月 三 日 関 東 地 方 整 備 局 長 橋 本 雅 道

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 図 面 縦 覧 場 所

二 十 号 相 模 原 市 緑 区 吉 野 字 桜 野 七 一 四 番 二 か ら 同 市 緑 区 吉 野 字

桜 野 七 一 四 番 三 ま で

関 東 地 方 整 備 局 及 び 同 局 相

武 国 道 事 務 所

供 用 開 始 の 期 日 令 和 八 年 三 月 三 日

〇 近 畿 地 方 整 備 局 告 示 第 十 一 号

次 の よ う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し た の で 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 三 月 三 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 八 年 三 月 三 日 近 畿 地 方 整 備 局 長 齋 藤 博 之

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 八 号 及 び 三 百 三 号

道 路 の 区 域

区 間 変 更 前

後 別 敷 地 の 幅 員 延 長

メ ー ト ル キ ロ メ ー ト ル

長 浜 市 木 之 本 町 大 音 字 工 藤 一 八 七 〇 番 か ら 同 市 木 之

本 町 大 音 字 堂 前 一 六 三 一 番 ま で

前
後

一 六 ・ 九 三 〜 七 六 ・ 三 三

一 四 ・ 二 六 〜 三 八 ・ 九 三

〇 ・ 三 六 八

〇 ・ 三 六 八

図 面 縦 覧 場 所 近 畿 地 方 整 備 局 及 び 同 局 滋 賀 国 道 事 務 所

れる上信自動車道建設促進期成同盟会よ
り、本件事業の早期完成に関する強い要望
がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
必要性は高いものと認められる。
 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。また、収用の範囲は、全て本件事業
の用に恒久的に供される範囲にとどめられ
ていることから、収用又は使用の範囲の別
についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用する
公益上の必要があると認められるため、法第
20条第４号の要件を充足すると判断される。
５ 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。

第５ 法第26条の２第２項の規定による図面の縦
覧場所
群馬県吾妻郡東吾妻町役場（建設課）
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従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）岡

本

政
一

押
久
保
忠
夫

垣
内

光
義

谷
口

雄
史

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）川

口

朝
市

佐
藤

正
弘

竹
迫

則
男

山
崎

侑
一

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
一
月
二
十
三
日
）

（
鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
名
誉
教

授
）

勝
田

叡

従
四
位
に
叙
す
る

成
尾

政
美

福
田

道
治

正
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

上
尾

信
二

遠
藤

隆
文

小
関

廣
明

小
山

菊
雄

光
川

清
士

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

大
丸

康
人

岡
野
徳
一
郎

木
田

憲
之

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

安
達

功

小
田
原
制
子

加
藤

行
雄

北
倉

弘
之

瀬
川

修

安
永

福
治

山
本

一
夫

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

熊
谷

長
司

小
柴

憲
夫

須
田

康

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

（
千
葉
市
消
防
司
令
）

田
畑

喜
之

渡
部

義
幸

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
一
月
二
十
四
日
）

平
林

和
男

従
四
位
に
叙
す
る

山
脇

康
典

正
五
位
に
叙
す
る

岡
部

誠
一

小
玉

慶

千
葉

齊

橋
川

充
雄

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

土
橋

孝
司

中
村

邦
彦

吉
岡

徹
郎

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

伊
東

宏
一

（
沼
津
市
議
会
議
員
）

江
本

浩
二

菊
池

眞
紀

佐
藤

純
男

佐
藤

高
次

杉
山

英
樹

夏
目

則
和

野
村

弘

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）大

島

三
郎

須
田

芳
雄

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）近

内

利
平

佐
藤

亮
一

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
一
月
二
十
五
日
）

阿
達

孝
治

従
五
位
に
叙
す
る

小
原

健
二

正
六
位
に
叙
す
る

荻
野

一
男

杉
谷

幸
雄

中
川

公
夫

本
多

惠
公

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

（
検
察
事
務
官
）

植
村

仁
是

小
川

久
一

中
嶋

吉
春

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

吉
田

常
雄

従
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
一
月
二
十
六
日
）

濱
中

啓
一

正
五
位
に
叙
す
る

大
森

道
夫

高
橋

勝
彦

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

林

孝
一

正
六
位
に
叙
す
る

池
田

敏
雄

稲
葉

穆

恩
田

廣
文

加
藤

勝
也

檀
原

彰
夫

野
中

平

松
本

武
人

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）塩

見

和
己

渡
部

喜
一

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
一
月
二
十
七
日
）

米
良

敬

正
五
位
に
叙
す
る

西

親
教

正
六
位
に
叙
す
る

遠
崎

義
夫

冠
者

信
男

山
田

友
幸

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

五
十
嵐
正
春

大
坪

敏
明

鶴
見

英
雄

野
々
部

修

和
田

進
一

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

清
水

欽
一

従
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
一
月
二
十
八
日
）

今
野

裕
之

白
山

紀
道

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
一
月
二
十
九
日
）

〇
叙
勲

笠
原

寅
一

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

（
常
総
市
議
会
議
員
）

坂
野

茂
実

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
以
上
一
月
二
十
二
日
）

安
達

功

旭
日
双
光
章
を
授
け
る
（
一
月
二
十
四
日
）

（
沼
津
市
議
会
議
員
）

江
本

浩
二

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

（
北
海
道
中
頓
別
町
議
会
議
員
）

細
谷

久
雄

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
以
上
一
月
二
十
五
日
）

大
塚

光
央

旭
日
双
光
章
を
授
け
る
（
一
月
二
十
六
日
）

竹
内

和
義

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

岩
田

剛

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
以
上
一
月
二
十
七
日
）

遠
崎

義
夫

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

才
野

俊
夫

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
以
上
一
月
二
十
八
日
）

宇
都
宮
勝
敏

河
野

和
夫

東

敏
和

藤
田

博
信

宮
下

寛
彦

茂
原

賢
充

森
田

利
夫

湯
村

明
裕

吉
田

優

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

小
玉

幸
一

高
橋

正
晴

高
橋

貢

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
一
月
二
十
二
日
）


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川 島 敏 昭

瑞 宝 小 綬 章 を 授 け る

秋 本 一 幸 岡 田 勇 岡 本 政 一

押 久 保 忠 夫 小 丸 源 一 垣 内 光 義

谷 口 雄 史 前 田 喜 正 横 田 恭 宏

瑞 宝 双 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）

上 原 専 禄 金 澤 賢 治

川 口 朝 市 竹 迫 則 男

瑞 宝 単 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）（ 以 上 一 月 二 十 三 日 ）

光 川 清 士

瑞 宝 小 綬 章 を 授 け る

上 尾 信 二 遠 藤 隆 文 大 丸 康 人

加 藤 行 雄 木 田 憲 之 熊 谷 長 司

瀬 川 修 山 本 一 夫

瑞 宝 双 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）

（ 千 葉 市 消 防 司 令 ） 田 畑 喜 之

渡 部 義 幸

瑞 宝 単 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）（ 以 上 一 月 二 十 四 日 ）

岡 部 誠 一 佐 藤 高 次 杉 山 英 樹

須 田 芳 雄 千 葉 齊 土 橋 孝 司

中 村 邦 彦

瑞 宝 双 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）

大 島 三 郎 田 中 政 明

辻 田 未 次 野 村 弘

瑞 宝 単 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）（ 以 上 一 月 二 十 五 日 ）

（ 検 察 事 務 官 ） 植 村 仁 是

小 川 久 一 坂 本 久

瑞 宝 単 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）（ 一 月 二 十 六 日 ）

加 藤 勝 也

瑞 宝 小 綬 章 を 授 け る

塩 見 和 己 高 橋 勝 彦

瑞 宝 双 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）（ 以 上 一 月 二 十 七 日 ）

五 十 嵐 正 春 冠 者 信 男

清 水 欽 一 野 口 隆 昭

瑞 宝 双 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）

大 坪 敏 明 山 田 友 幸

瑞 宝 単 光 章 を 授 け る （ 各 通 ）（ 以 上 一 月 二 十 八 日 ）

今 野 裕 之

瑞 宝 双 光 章 を 授 け る （ 一 月 二 十 九 日 ）

御 祝 電
天 皇 陛 下 は 、 ギ ニ ア 大 統 領 マ マ デ ィ ・ ド ゥ ン ブ

ヤ 閣 下 の 大 統 領 就 任 に つ き 、 二 月 十 八 日 御 祝 電 を

発 せ ら れ た 。

労 働

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会
の意見に関する公示
中部運輸局最低賃金公示第１号
中部地方交通審議会から中部内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金（平成15年中部運輸局最低
賃金公示第１号）、中部海上旅客運送業最低賃金
（平成15年中部運輸局最低賃金公示第２号）、中
部漁業（沖合底びき網）最低賃金（平成15年中部
運輸局最低賃金公示第３号）及び中部漁業（大中
型まき網）最低賃金（平成15年中部運輸局最低賃
金公示第４号）の改正について答申があったので、
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第35条第４
項の規定により準用する同法第11条第１項及び船
員の最低賃金に関する省令（昭和34年運輸省令第
35号）第７条第１項の規定により、その要旨を公
示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者（船員法（昭和22年法律第100号）第
５条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。）であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面（様式任意）に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に中部運輸局
海事振興部船員労政課「郵便番号4608528愛知
県名古屋市中区三の丸二丁目２番１号」あて提出
されたい。
令和８年３月３日

中部運輸局長 中村 広樹
中部地方交通審議会の意見（要旨）

１．中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
については、適用する船員に係る最低賃金額と
して、それぞれ、職員（船長を含む。）「271450
円」を「284950円」に、ただし書の課程修了
後の勤務期間が一定の期間に満たない職員
「255000円」を「268500円」に、部員「213050
円」を「228050円」に、ただし書の海上経歴
３年未満の部員「203750円」を「218750円」
に改正することが適当である。
２．中部海上旅客運送業最低賃金については、適
用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、
職員（船長を含む。）「264700円」を「275100円」
に、部員「202450円」を「213250円」に改正
することが適当である。

３．中部漁業（沖合底びき網）最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額「224000
円」を「235000円」に改正することが適当で
ある。
４．中部漁業（大中型まき網）最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額「226000
円」を「236000円」に改正することが適当で
ある。

諸 事 項

渡良瀬川中央土地改良区連合
の定款変更の認可の公告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条に
おいて準用する第30条第２項、第124条及び第136
条の４の規定に基づき、群馬県及び栃木県の区域
の一部を地区とし、群馬県太田市に事務所を有す
る渡良瀬川中央土地改良区連合から申請のあった
定款変更は、令和８年２月９日認可したので、第
84条において準用する同法第30条第３項、第124
条及び第136条の４の規定に基づき公告する。
令和８年３月３日

関東農政局長 菅家 秀人

建設業の営業の停止命令の公告

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和８年３月３日

東北地方整備局長 西村 拓
１ 処分をした年月日 令和８年２月17日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 ヤマケンビルテック
サービス株式会社 庄司 時雄 山形県山形市
北山形２１５ 国土交通大臣許可（特06）
第021271号
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３ 処分の内容 建設業法第28条第３項に基づく
営業の停止命令
 停止を命ずる営業の範囲
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域
内における管工事業に関する営業のうち、公
共工事に係るもの。
（注１）「管工事業に関する営業」とは、注

文者から管工事を請け負う営業をい
う。

（注２）「公共工事」とは、国、地方公共団
体、法人税法（昭和40年法律第34号）
別表第一に掲げる公共法人（地方公共
団体を除く。）又は建設業法施行規則
（昭和24年建設省令第14号）第18条に
規定する法人が発注者である建設工事
をいう。

 期間
令和８年３月４日から令和８年３月６日ま
での３日間

４ 処分の原因となった事実 被処分者は、自社
が元請として請け負った東京都内の空調設備工
事現場において、労働者が墜落するおそれのあ
る場所に係る危険を防止するための必要な措置
を講じなかった。これにより、令和４年３月10
日に作業員（下請負人の従業者）が高所から墜
落し、その後死亡した。
この件について被処分者及び監理技術者等

が、令和７年３月19日付けで東京簡易裁判所か
ら、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死に
よりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑
が確定している。
このことが、建設業法第28条第１項第３号に
該当すると認められる。

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告


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公 示 催 告

失踪に関する届出の催告
除 権 決 定

破産手続開始
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破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間
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破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間
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




令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

破産債権の特別調査期日

債権者集会招集

書面による計算報告





令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報 小規模個人再生による再生手

続開始






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取





令和年月日 火曜日 第号官 報
給
与
所
得
者
等
再
生
に
よ
る
再
生

計
画
認
可

会
社
そ
の
他
の
公
告

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん

令
和
八
年
三
月
三
日

茨
城
県
神
栖
市
奥
野
谷
六
一
七
〇
番
五
五

（
甲
）
神
栖
グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー
プ
ラ
ン
ト
株
式

会
社

代
表
取
締
役

浜
村

敏
雄

茨
城
県
神
栖
市
奥
野
谷
六
一
七
〇
番
五
五

（
乙
）
神
栖
パ
ワ
ー
プ
ラ
ン
ト
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
神
栖
パ
ワ
ー
プ

ラ
ン
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

職
務
執
行
者

浜
村

敏
雄

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
に
よ
り
、
甲
は
乙
の
自
動
販
売

機
等
の
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
、
乙
は
そ
れ

を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
五
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
ま
た
、
乙
は
会
社

法
第
七
八
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
共
に
株
主
総
会
の
承

認
決
議
を
経
ず
に
吸
収
分
割
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
一
九
頁
（
号
外
第
一
七
〇
号
）

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
台
東
区
浅
草
五
丁
目
一
番
一
三
号

（
甲
）
ネ
オ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
本

正
人

東
京
都
渋
谷
区
本
町
三
丁
目
四
七
番
一
〇
号

（
乙
）
株
式
会
社
伊
藤
園

代
表
取
締
役

本
庄

大
介

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
六
二
番
八
号
Ｂ
Ｉ

Ｇ
オ
フ
ィ
ス
プ
ラ
ザ
池
袋
一
二
〇
六

こ
て
ら
産
業
医
事
務
所
合
同
会
社

代
表
社
員

小
寺

永
章

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
三
番
四
号
桑
野

ビ
ル
二
階

合
同
会
社
ス
タ
ジ
オ
ゲ
ー
ト

代
表
社
員

古
賀

隆
義

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
六
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
Ｒ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｋ
ｕ
ｌ
株
式
会
社
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
江
戸
川
区
南
小
岩
二
丁
目
八
番
一
五
号

Ｒ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｋ
ｕ
ｌ
合
同
会
社

代
表
社
員

田
中

啓
介

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｌ
ｉ

ｆ
ｅ
．
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
．
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
（
住
所
鹿
児
島
県
霧
島
市

国
分
姫
城
南
九
番
三
〇

一
号
）
に
対
し
て
当
社
の
営
む

全
て
の
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。
な
お
、
当
社
は
、
本
新
設
分
割
の
効
力

発
生
と
同
日
に
商
号
変
更
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
三
月
三
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
八
年
三
月
三
日

鹿
児
島
県
霧
島
市
国
分
姫
城
南
九
番
三
〇

一
号

株
式
会
社
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

ｐ
ｌ
ｕ
ｓ

ｈ
ｏ
ｍ
ｅ

代
表
取
締
役

藏
屋

誠

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
渋
谷
区
本
町
四
丁
目
二
二
番
一
〇

九
〇

三
号

合
同
会
社
Ｅ
Ｖ
Ｅ

代
表
社
員

蛯
名

優
人

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
八
王
子
市
三
崎
町
四
番
一
一
号
ト
ー
ネ
ン

ビ
ル
六
Ｆ
Ｂ

合
同
会
社
お
ト
ク
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ

代
表
社
員

門
田

昂

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
三
番
一
三
号
西
新

宿
水
間
ビ
ル
六
階

合
同
会
社
Ｌ
ｉ
ｎ
Ｎ
ｏ
ａ

代
表
社
員

吉
澤

真
美

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
三
番
一
三
号
西
新

宿
水
間
ビ
ル
二
Ｆ

合
同
会
社
ｅ
ｅ
ｋ

代
表
社
員

岡
田

直
晃

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
平
沼
二
丁
目
七
番
二
〇

一
〇
三
号

合
同
会
社
ｉ
ｃ
ｅ

代
表
社
員

相
原

大
地

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

愛
知
県
知
立
市
山
町
北
引
馬
野
四
番
地
一

Ｅ
Ｅ
Ｃ
合
同
会
社

代
表
社
員

松
崎

哲
志





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

六
上

二
第
一
号

第
二
号

令和年月日 火曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

兵
庫
県
川
辺
郡
猪
名
川
町
松
尾
台
二
丁
目
一
番
地

一
一

Ｌ

一
一
〇

Ｋ
Ｏ
Ｙ
Ｕ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
合
同
会
社

代
表
社
員

朝
原
祐
規
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

福
岡
市
博
多
区
東
比
恵
二
丁
目
一
三
番
一
号
東
比

恵
ビ
ル
三
〇
一
号

Ｑ
Ｈ
Ｌ
合
同
会
社

代
表
社
員

チ
ャ
ン
・
テ
ィ
・
ミ
ン

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
百
万
円
減
少
し
百
万
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
八
丁
目
一

一
三
Ｇ
Ｂ

Ｓ

Ａ

八
号

合
同
会
社
チ
ャ
イ
ル
ド
ケ
ア

代
表
社
員

橋
本

寛
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
一
億
八
百
九
十
二
万
四
千

五
百
円
減
少
し
、
一
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。な

お
、
資
本
金
の
額
の
減
少
の
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で

に
、
当
社
が
発
行
し
て
い
る
新
株
予
約
権
が
行
使
さ
れ
た

場
合
及
び
新
株
式
が
発
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
新
株

予
約
権
の
行
使
に
伴
い
株
式
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
、
及
び

新
株
式
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金
の

額
と
同
額
分
を
あ
わ
せ
て
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
令
和
八
年

四
月
三
日
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
六
丁
目
六
番
二
号

ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

貞
顕

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
七
千
二
百
二
十
五
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
九
番
一
号

ブ
ー
ス
ト
１
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀

新
一
郎

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
九
百
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
五
千
百
万
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
七
百
万
円
、

〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
三
月
三
日

愛
知
県
稲
沢
市
日
下
部
東
町
一
丁
目
七
〇
番

有
限
会
社
フ
ォ
ル
テ
シ
モ

取
締
役

太
田
満
里
子

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
八
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
十
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式
の

割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
八
年
三
月
三
日

札
幌
市
中
央
区
南
十
七
条
西
十
三
丁
目
一
番
三

五

七
〇
二
号

有
限
会
社
い
つ
つ
じ

取
締
役

酒
井

敬
市

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
三
番
六
号
Ｇ
４
Ｂ
Ｒ

Ｉ
Ｃ
Ｋ
Ｓ
Ｂ
Ｌ
Ｄ
．
四
階

株
式
会
社
東
京
美
髪
芸
術
学
院

代
表
取
締
役

米
山

実

限
定
責
任
信
託
終
了
の
公
告

当
限
定
責
任
信
託
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
に
信

託
行
為
の
定
め
る
事
由
に
よ
り
終
了
し
ま
し
た
の
で
、
当

限
定
責
任
信
託
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
さ
れ
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
四
番
一
号
丸
の

内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

２
０
１
１
０
Ｃ
Ｔ
０
７
０
７
２
５
０
６
２
０

コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
限
定
責
任
信
託

清
算
受
託
者

コ
タ
エ
ル
信
託
株
式
会
社

限
定
責
任
信
託
終
了
の
公
告

当
限
定
責
任
信
託
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
に
信

託
行
為
の
定
め
る
事
由
に
よ
り
終
了
し
ま
し
た
の
で
、
当

限
定
責
任
信
託
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
さ
れ
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
四
番
一
号
丸
の

内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

２
０
１
９
６
Ｃ
Ｔ
０
７
０
７
２
５
０
６
２
０

コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
限
定
責
任
信
託

清
算
受
託
者

コ
タ
エ
ル
信
託
株
式
会
社

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
三
日

横
浜
市
中
区
翁
町
一
丁
目
四
番
一
号

株
式
会
社
Ｃ
＆
Ｐ

代
表
取
締
役

髙
橋

篤

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
七
年

四
月
十
五
日
付
官
報
の
号
外
第
八
十
五
号
四
十
三
頁
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

バ
ジ
ル
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
七
年

四
月
二
十
一
日
付
官
報
の
号
外
第
八
十
九
号
六
十
八
頁
に

掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

ア
プ
リ
コ
ッ
ト
巣
鴨
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
七
年

四
月
二
十
一
日
付
官
報
の
号
外
第
八
十
九
号
六
十
八
頁
に

掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

令
和
八
年
三
月
三
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

ア
プ
リ
コ
ッ
ト
木
場
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
二

号
（
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
十
一
条
第
三
項
に
基
づ
く
登
録
施
設
利
用
促
進
機

関
の
名
称
及
び
利
用
促
進
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
の

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件
）
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